
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第13４号 

令和 2 年４月 30 日 発行者 

（一社）那覇青色申告会 

〒900-0021 

那覇市泉崎 1-13-23 2 階 

TEL：098-868-8218 

FAX：098-868-1094 

e-mail：info@naha-aoiro.jp 

『新型コロナに負けない！』 
今できる支援を積極的に行います！ 

新型コロナウイルス感染症対策による事務局の「個別

相談等」の休止及び「営業時間の短縮」について。 

個別相談休止の期間及び営業時間の短縮 

４月２４日（金）～５月２日（土） 
平日午前９時～午後４時まで 
（電話対応のみ） 

通常業務再開予定日は、５月７日（木） 
※状況次第で延長になる場合があります。 
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※所得税・消費税口座振替日

が変更になっています。 

所得税 5/15 
消費税 5/19 

※申告期限・納付が再延長に

なっています。（未申告の方） 

※詳細は事務局までご連絡

下さい。 
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【国】特別定額給付金（現金 10 万円一律給付） 

対  象 令和２年４月 27 日時点の住民基本台帳に記載されている人 

 ・国内に住む日本人 

 ・３カ月を超える在留資格などを持ち住民票を届け出ている外国人 

申請受付 日程は各市町村が決定。申請期限は受付開始から３カ月以内 

支給開始 各市町村が決定 

手続きについて 

①住民票がある市区町村から申請書が送られてくる 

②申請書に世帯主が本人名義の金融機関の口座番号などを記入し、口座を確認できる書類と本人確認 

 の書類のコピーを一緒に返送 

③家族分の給付金がまとめて振り込まれる 

※またマイナンバーカードを持っている人は、オンラインでの申請もできるということです。 

お問合せ先：総務省コールセンター 03-5638-5855 

【国】持続化給付金（仮称）（個人事業主最大 100 万円） 

フリーランスを含む個人事業主や中小の法人が、外出の自粛や需要の落ち込みの影響を受け、

売り上げが大きく落ち込んでしまった時の給付金。 

【返済の必要はありません】 

この制度では、返済の必要がない給付金を受け取ることができます。ことし１月から 12 月ま

でのいずれかの月に、売り上げが去年の同じ月に比べて半分以上減少していることが条件です。 

支給額は売り上げの減少に応じた算出方法で決まります。 

【個人事業主は最大 100 万円】 

フリーランスを含む個人事業主の場合は、上限は 100 万円 

法人の中小企業や小規模事業者の場合は、上限は 200 万円 

※窓口が混雑するのを避けるため、原則としてネットを通じ

て申請してもらう方向で調整しており、５月の大型連休明

けの給付開始を目指しています。 

お問合せ先：中小企業金融・給付金相談窓口 0570-783183 

【沖縄県】感染症防止対策緊急支援事業（飲食店） 

感染の影響や、県からの自粛要請等により経済的な影響を受けている事業者のうち、新型イン

フルエンザ等特別措置法に基づく協力要請対象事業者とはならない「飲食業」で、売上が減少し

ている事業者を対象に、緊急支援金１０万円を支給します。 

 お問合せ先：商工労働部産業政策課 098-866-2330 5/6 まで。5/7 以降、県 HP にて 

【沖縄県】感染症拡大防止協力金（仮称） 

新型インフルエンザ等対策特別措置法による協力要請や特措法によらない協力依頼を受けて、

協力要請・依頼をした翌日、４月２４日から５月６日の全期間休業に応じていただいた事業者を

対象に協力金（２０万円）を支給します。お問合せ先：上記 

会員掲示板に掲載された会員様から、仕事に繋がったとか、問い合わせが合

ったなど、うれしい反応がありました。お気軽にお申込み下さいね(^_-)-☆ 

② 

政府や自治体が行う支援について ４月２７日現在（一部抜粋） 

【売上減少分の計算式】 

前年の総売上（事業収入）－（前年同月比

50％減の月の売上 × 12 か月） 

（例：昨年の売上が月 50 万、年 600 万） 

令和 2 年 4 月の売上 20 万 

前年同月比 50％減の 4 月の売上 20 万

を売上減少分の計算式に使用 

600 万-（20 万×12 か月）＝360 万 

100 万の支給を受けられます。 



【沖縄県】感染症防止対策支援事業（仮称） 

感染の拡大や、これまでの外出自粛要請等に応じて、経済的な影響を受けている事業者のうち、

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請対象事業者とはならない「小売業等」で、

売上が減少している事業者を対象に、支援金１０万円を支給します。 

 また、国等から支援の受けられない認可外保育園事業者を対象として、支援金（１０万円）を

支給します。※「小売業等」の範囲については、詳細調整中です。お問合せ先：左記 

【国】学校等休業助成金・支援金 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う臨時休校で、仕事を休まざるを得なくなった従業員ため

に、休みの間の給与を「助成金」や「支援金」で事業所を支える制度があります。 

【雇用されている人は】 

小学校や幼稚園、保育所などの臨時休校で子どもの面倒を見るために仕事を休まざるを得なく

なった保護者が、年次有給休暇とは別に有給の休暇を取得した場合、日額 8330 円を上限に勤務

先の会社を助成する厚生労働省の制度があります。この制度を利用するには保護者が会社に申し

出て、会社側から申請書を出すことになっています。 

また、「事業専従者（家族従業員）」の場合には「支援金」が対象となります。 

【個人事業主の人は】 

フリーランスで働く保護者には、一定の条件を満たした場合、日額 4100 円の支援金を受けら

れる制度があります。 

 お問合せ先：学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター 0120-60-3999 

【国】無利子・無担保の融資（沖縄公庫） 

フリーランスを含む個人事業主などが、外出の自粛や需要の落ち込みの影響を受け、収入が大

きく落ち込んでしまった時には、「無利子・無担保の融資」があります。 

【利子なし 担保なしでお金を借りられます】 

新型コロナウイルス感染症特別貸付などの融資制度と特別利子補給制度をあわせて、実質的に

無利子・無担保で融資を受けることができます。 

【上限は 3000 万円】 

中小企業などの資金繰りを支援するための制度で、フリーランスを含む個人事業主も対象とな

っていて、上限は 3000 万円となります。 

日本政策金融公庫などに加えて、今年度の補正予算成立後は地方公共団体の制度融資を活用す

る形で、民間金融機関からでも実質的に無利子無担保の融資を受けることが可能になります。 

 お問合せ先：沖縄振興開発金融公庫おもろまち本店 098-941-1795 

【市町村】住居確保給付金 

休業や失業などで収入が減り、家賃が払えない人には、国や自治体が家賃を支給する「住居確

保給付金」という制度があります。 

【休業による収入減少も対象に】 

これまで離職や廃業で仕事を失ってから２年以内の人が対象でしたが、新型コロナウウイルス

の感染拡大を受けて、休業などで収入が減った人も受け取れるようになり、４月 20 日から受け
③ 



付けが始まります。 

世帯の生計を支えていたものの仕事を失ったり収入が減ったりした人が対象で、給付を受け取

れる期間は、原則３か月間、最長で９か月間です。 

世帯収入と預貯金に一定の基準が設けられており、地域によって異なります。 

 お問合せ先：各市町村・各社会福祉協議会 

【市町村社会福祉協議会】生活福祉資金貸付制度 

新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされたり、失業に追い込まれたりして生活費に困

った時には、生活資金を借りられる「生活福祉資金貸付制度」があります。 

【状況によって支援額が変わります】 

この制度は「休業」と「失業」で個人が支援を受けられる資金の額が変わります。 

• 「休業」などで収入が減少し一時的な資金が必要な人は最大で 10 万円を、このうち学校の臨時

休校などの影響を受けた場合は最大 20 万円を、それぞれ借りられます。 

• 「失業」などで生活の立て直しが必要な人は、単身なら月に最大 15 万円を、２人以上の世帯な

ら月に最大 20 万円を、それぞれ原則３か月間、無利子で借りられます。 

【所得に関係なく利用できます】 

「生活福祉資金貸付制度」は、生活保護の給付を受ける状況になる前に、国が低い利息で当座

の生活費を貸し付け、再就職などに役立ててもらうためのもので、「第２のセーフティーネット」

とも呼ばれています。 

今回、新型コロナウイルスの影響で対象が拡大され、利用する場合には、所得に関係なく利用

できるほか、返済までの期間が延長されました。 

また、所得の減少が続き、住民税が非課税となる状況となった世帯については返済を免除する

としています。 

 お問合せ先：各市町村・各社会福祉協議会 

【国・市町村】納税の猶予や減免 

政府の緊急経済対策では税制面の対策も盛り込まれ、納税の猶予や減免なども受けられる場合

があります。 

【納税の猶予】 

収入が大きく減ったフリーランスを含む個人事業主は、所得税や消費税などの国税の納付や、

固定資産税など地方税の徴収が「１年間 猶予」されます。 

対象となるのは、ことし２月以降の１か月以上にわたって、収入が、前の年の同じ時期に比べ、

20％以上減少するなどした場合です。 

通常、納税や徴収を猶予する場合は、原則として、担保の提供が必要で、延滞税や延滞金も課

されますが、今回は、特例として、いずれも免除されます。 

猶予が認められれば、年金や健康保険などの社会保険料についても、同様に、支払いが猶予さ

れます。 お問合せ先：所轄の税務署・各市町村の国民健康保険課 

【固定資産税の減免】 

売り上げの減少が続く個人事業主は、設備や建物にかかる固定資産税や都市計画税が、来年度（令和

３年度）の１年分に限って「減免」されます。 

ことし２月から 10 月までのうち、３か月間の売上高の減少幅が、前の年の同じ時期に比べ 30％以

上 50％未満の場合は「半額」、50％以上減少している場合は「全額」が、それぞれ「免除」されます。 

 お問合せ先：各市町村の資産税課 
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